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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和1年10月3日(2019.10.3)

【公表番号】特表2018-526831(P2018-526831A)
【公表日】平成30年9月13日(2018.9.13)
【年通号数】公開・登録公報2018-035
【出願番号】特願2018-512130(P2018-512130)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/8234   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/088    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/78     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   27/088    　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ３０１Ｈ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ３０１Ｃ

【手続補正書】
【提出日】令和1年8月21日(2019.8.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　集積回路であって、
　半導体基板と、
　前記半導体基板上又は前記半導体基板の上に形成され、ソース拡張部を備える第１のＳ
ｉＧｅソースと、ドレイン拡張部を備える第１のＳｉＧｅドレインと、前記第１のＳｉＧ
ｅソースと前記第１のＳｉＧｅドレインとの間に位置する第１のゲート電極とを有する第
１のＰＭＯＳトランジスタであって、前記第１のＳｉＧｅソースと前記第１のＳｉＧｅド
レインとが第１のＳｉＧｅキャビティからゲートまでの距離だけ前記第１のゲート電極か
ら空間を開けられている、前記第１のＰＭＯＳトランジスタと、
　前記半導体基板上又は前記半導体基板の上に形成され、第２のＳｉＧｅソースと、第２
のＳｉＧｅドレインと、前記第２のＳｉＧｅソースと前記第２のＳｉＧｅドレインとの間
に配置される第２のゲート電極とを有する第２のＰＭＯＳトランジスタであって、前記第
２のＳｉＧｅソースと前記第２のＳｉＧｅドレインとが拡張部を備えず、前記第２のＳｉ
Ｇｅソースと前記第２のＳｉＧｅドレインとが第２のＳｉＧｅキャビティからゲートまで
の距離だけ前記第２のゲート電極から空間を開けられてる、前記第２のＰＭＯＳトランジ
スタと、
　を含み、
　前記第２のＳｉＧｅキャビティからゲートまでの距離が前記第１のＳｉＧｅキャビティ
からゲートまでの距離より小さく、
　前記第２のＰＭＯＳトランジスタの第２の閾値電圧が前記第１のＰＭＯＳトランジスタ
の第１の閾値電圧より低い、集積回路。
【請求項２】
　請求項１に記載の集積回路であって、
　前記第２のＰＭＯＳトランジスタの第２の閾値電圧が前記第１のＰＭＯＳトランジスタ
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の第１の閾値電圧より少なくとも５０ｍＶ低い、集積回路。
【請求項３】
　請求項１に記載の集積回路であって、
　前記第２のＰＭＯＳトランジスタの第２の閾値電圧が前記第１のＰＭＯＳトランジスタ
の第１の閾値電圧より約２００ｍＶ低い、集積回路。
【請求項４】
　請求項１に記載の集積回路であって、
　前記第１のＳｉＧｅキャビティからゲートまでの距離が前記第２のＳｉＧｅキャビティ
からゲートまでの距離の約３倍である、集積回路。
【請求項５】
　請求項１に記載の集積回路であって、
　前記第１及び第２のゲート電極上のスペーサ側壁であって、約２０ｎｍの厚さである、
前記スペーサ側壁を更に含み、
　前記第１のＳｉＧｅキャビティからゲートまでの距離が約１５ｎｍであり、前記第２の
ＳｉＧｅキャビティからゲートまでの距離が約５ｎｍである、集積回路。
【請求項６】
　集積回路であって、
　半導体基板と、
　前記半導体基板上又は前記半導体基板の上に形成され、ソース拡張部を備える第１のＳ
ｉＧｅソースと、ドレイン拡張部を備える第１のＳｉＧｅドレインと、前記第１のＳｉＧ
ｅソースと前記第１のＳｉＧｅドレインとの間に配置される第１のゲート電極とを有する
第１のＰＭＯＳトランジスタであって、前記第１のＳｉＧｅソースと前記第１のＳｉＧｅ
ドレインとが前記第１のゲート電極から第１の距離だけ空間を開けられている、前記第１
のＰＭＯＳトランジスタと、
　前記半導体基板上又は前記半導体基板の上にソース及びドレイン拡張部を備えずポケッ
ト部を備えずに形成される第２のＰＭＯＳトランジスタであって、前記第２のＰＭＯＳト
ランジスタのソースとドレインとが前記第２のＰＭＯＳトランジスタのゲートから第２の
距離だけ空間を開けられている、前記第２のＰＭＯＳトランジスタと、
　前記第２の距離が前記第１の距離よりも小さい、集積回路。
【請求項７】
　請求項６に記載の集積回路であって、
　前記第２のＰＭＯＳトランジスタの第２の閾値電圧が前記第１のＰＭＯＳトランジスタ
の第１の閾値電圧よりも少なくとも５０ｍＶ低い、集積回路。
【請求項８】
　請求項６に記載の集積回路であって、
　前記第２のＰＭＯＳトランジスタの第２の閾値電圧が前記第１のＰＭＯＳトランジスタ
の第１の閾値電圧よりも約２００ｍＶ低い、集積回路。
【請求項９】
　請求項６に記載の集積回路であって、
　前記第１の距離が前記第２の距離の約３倍である、集積回路。
【請求項１０】
　集積回路を形成するプロセスであって、
　第１のＰＭＯＳトランジスタの第１のＰＭＯＳトランジスタゲートを形成することであ
って、ソース及びドレイン拡張部注入を用い、前記第１のＰＭＯＳトランジスタゲートに
自己整合されるポケット注入を用いる、前記第１のＰＭＯＳトランジスタゲートを形成す
ることと、
　ソース及びドレイン拡張部注入を用いず、ポケット注入を用いずに、第２のＰＭＯＳト
ランジスタゲートを形成することと、
　前記第１及び第２のＰＭＯＳトランジスタゲート上にＳｉＧｅスペーサ側壁を形成する
ことと、
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　前記第１のＰＭＯＳトランジスタのソース及びドレイン領域において前記ＳｉＧｅスペ
ーサ側壁に自己整合される第１のＵ形状のキャビティと、前記第２のＰＭＯＳトランジス
タのソース及びドレイン領域において前記ＳｉＧｅスペーサ側壁に自己整合される第２の
Ｕ形状のキャビティとをドライエッチングすることと、
　ウェット結晶学的エッチングを用いて、前記第１及び第２のＵ形状のキャビティをそれ
ぞれ第１及び第２のダイヤモンド形状のキャビティに変換することと、
　を含み、
　前記第１のダイヤモンド形状のキャビティから前記第１のＰＭＯＳトランジスタゲート
までの距離が、前記第２のダイヤモンド形状のキャビティから前記第２のＰＭＯＳトラン
ジスタゲートまでの距離より大きく、
　前記第１のＰＭＯＳトランジスタのターンオン電圧が前記第２のＰＭＯＳトランジスタ
のターンオン電圧より少なくとも５０ｍＶ高い、プロセス。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のプロセスであって、
　前記第１のＰＭＯＳトランジスタの前記ターンオン電圧が前記第２のＰＭＯＳトランジ
スタの前記ターンオン電圧より約２００ｍＶ高い、プロセス。
【請求項１２】
　請求項１０に記載のプロセスであって、
　前記ＳｉＧｅスペーサ側壁が約２０ｎｍである、プロセス。
【請求項１３】
　請求項１０に記載のプロセスであって、
　前記ＳｉＧｅスペーサ側壁が約２０ｎｍであり、前記第１のダイヤモンド形状のキャビ
ティから前記第１のＰＭＯＳトランジスタゲートまでの前記距離が約１５ｎｍであり、前
記第２のダイヤモンド形状のキャビティから前記第２のＰＭＯＳトランジスタゲートまで
の前記距離が約５ｎｍである、プロセス。
【請求項１４】
　請求項１０に記載のプロセスであって、
　前記ウェット結晶学的エッチングが水酸化テトラメチルアンモニウムを用いる、プロセ
ス。
【請求項１５】
　集積回路を形成するプロセスであって、
　第１のＰＭＯＳトランジスタの第１のＰＭＯＳゲートと第２のＰＭＯＳトランジスタの
第２のＰＭＯＳゲートとを形成することと、
　前記第１のＰＭＯＳトランジスタのためのエリアを露出させて前記第２のＰＭＯＳトラ
ンジスタのためのエリアを覆うフォトレジストパターンを形成することと、
　前記フォトレジストパターンを用いて、前記第２のＰＭＯＳトランジスタにおいてソー
ス及びドレイン拡張部領域を注入することなく、前記第１のＰＭＯＳトランジスタにおい
てソース及びドレイン拡張部領域を注入することと、
　前記フォトレジストパターンを用いて、前記第２のＰＭＯＳトランジスタにポケット領
域を注入することなく、前記第１のＰＭＯＳトランジスタにおいてポケット領域を注入す
ることと、
　前記フォトレジストパターンを取り除くことと、
　前記第１及び第２のＰＭＯＳゲート上にＳｉＧｅスペーサ側壁を形成することと、
　前記第２のＰＭＯＳトランジスタにおいてソース及びドレイン拡張部領域を形成するこ
となく、前記第１のＰＭＯＳトランジスタにおける第１のＳｉＧｅキャビティと前記第２
のＰＭＯＳトランジスタにおける第２のＳｉＧｅキャビティとを形成することと、
　を含み、
　前記第１のＰＭＯＳトランジスタの第１のＳｉＧｅキャビティからゲートまでの間隔が
前記第２のＰＭＯＳトランジスタの第２のＳｉＧｅキャビティからゲートまでの間隔より
大きく、
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　前記第１のＰＭＯＳトランジスタのターンオン電圧が前記第２のＰＭＯＳトランジスタ
のターンオン電圧より少なくとも５０ｍＶ高い、プロセス。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のプロセスであって、
　前記第１のＰＭＯＳトランジスタの前記ターンオン電圧が前記第２のＰＭＯＳトランジ
スタの前記ターンオン電圧より約２００ｍＶ高い、プロセス。
【請求項１７】
　請求項１５に記載のプロセスであって、
　前記ＳｉＧｅスペーサ側壁が約２０ｎｍである、プロセス。
【請求項１８】
　請求項１５に記載のプロセスであって、
　前記ＳｉＧｅスペーサ側壁が約２０ｎｍであり、前記第１のＳｉＧｅキャビティからゲ
ートまでの間隔が約１５ｎｍであり、前記第２のＳｉＧｅキャビティからゲートまでの間
隔が約５ｎｍである、プロセス。
【請求項１９】
　請求項１５に記載のプロセスであって、
　前記第１のＳｉＧｅキャビティと前記第２のＳｉＧｅキャビティとがダイヤモンド形状
であり、
　前記第１のＳｉＧｅキャビティ及び前記第２のＳｉＧｅキャビティが、
　前記第１のＰＭＯＳトランジスタのソース及びドレイン領域において前記ＳｉＧｅスペ
ーサ側壁に自己整合される第１のＵ形状のキャビティと、前記第２のＰＭＯＳトランジス
タのソース及びドレイン領域において前記ＳｉＧｅスペーサ側壁に自己整合される第２の
Ｕ形状のキャビティとをドライエッチングすることと、
　前記第１及び第２のＵ形状のキャビティをそれぞれ第１及び第２のダイヤモンド形状の
キャビティに変換するために、ウェット結晶学的エッチングを実施することと、
　により形成され、
　前記第２のＰＭＯＳトランジスタの前記第２のＳｉＧｅキャビティからゲートまでの間
隔より大きい前記第１のＰＭＯＳトランジスタの前記第１のＳｉＧｅキャビティからゲー
トまでの間隔を形成するために、前記ウェット結晶学的エッチングが、表面において前記
第１のＵ形状のキャビティより速く、前記第２のＵ形状のキャビティを横方向にエッチす
る、プロセス。
【請求項２０】
　請求項１９に記載のプロセスであって、
　前記ウェット結晶学的エッチングが水酸化テトラメチルアンモニウムを用いる、プロセ
ス。
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